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令和６年度事業計画 
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公益財団法人 宮城県母子福祉連合会 

 



2 

 

［経営理念］ 

宮城県母子福祉連合会（以下「本会」という。）は、母子・父子寡婦福祉関係者及び行政等と連携し、

ひとり親家庭の生活の安定と向上を図る事業に取り組み、ひとり親家庭及び寡婦の福祉の増進を目指す。

この経営理念の実現を図るため令和６年度事業を実施する。 

 

Ⅰ 指定管理施設「宮城県母子・父子福祉センター」の運営 

１ 宮城県母子・父子福祉センター（以下「センター」という。）の管理運営（指定管理事業） 

（１）施設の管理運営 

①施設管理に係る研修会等を受講し、適切な維持管理を行う。 

②施設の運営状況を把握し、適宜管理規程等を定期的に見直し、業務執行体制の改善を行う。 

③個人情報の保護・管理を徹底する。 

④指定管理業務の自己評価を行い、業務の適正な執行を行う。 

（２）相談事業 

①「一般相談」ひとり親家庭の親及び寡婦の就業、子育て、日常生活全般の相談に応じ、助言を行う。 

②「ひとり親家庭等日曜電話相談」専門の相談員を配置し、実施する。 

③「ひとり親家庭等特別相談」毎月第３木曜日に弁護士による法律相談を行う。 

（３）利用者のサービス向上 

① 受講の利便を図るため、就業支援講習会等を日曜日に開講し、併せて託児を行う。また、令和５年

度途中から実施したスマートホン等 web からの申し込みを引き続き実施し、申込み手続きの簡略化

を進める。 

② 就業支援講習会の周知を図るため、ホームページの他「県政だより、市町村だより」等の他の情報

媒体を活用して広報する。 

③ 就労、子育て、日常生活全般の問題について電話や来館による相談に応じ、助言等を行う。 

④ 近隣の児童福祉施設等と連携し、施設の利活用拡大を図る。 

⑤ 計画的にセンターの維持保守を図る。 

（４）利用者の苦情、要望等の把握 

① 苦情解決責任者を配置し、苦情等に迅速適切に対応する。 

② 就業支援講習会等受講者にアンケートを実施し、意見・要望を踏まえ必要な改善に努める。 

③ アンケート箱を常設し施設利用者の意見・要望を把握する。 

④ 受講生と常にコミュニケーションを図り、意見・要望を把握する。 

（５）施設の維持管理等 

① 消防用設備保守点検等の法定点検、定期清掃等を行い、施設設備の維持・管理に努める。 
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② 施設内の除草、樹木の剪定等を行い、環境美化に努める。 

③ 建物等に補修又は交換の工事等が生じた際は、速やかに県に工事施工を要望する。 

２ 母子父子家庭等就業・自立支援センター事業（指定管理事業） 

（１）就業支援事業 

① ハローワーク、県福祉人材センター等と連携し雇用情報等の把握に努める。 

② 適宜関連事業所を訪問し雇用情報を把握するとともに求人依頼を行う。 

③ 就業支援講習会受講者の求職ニーズを把握し就業につなげる。 

④ 相談者、本会無料職業相談所の求人登録者に対し職業紹介、求人情報の提供を行い求人企業と連携 

を図り就業につなげる。 

（２）就業支援講習会等事業 

① 就業転職等支援セミナーを年７回程度開催する。 

② 就業支援講習会の実施 

  ⅰ パソコン講習 

    ワード 2019：２講座［日曜コース（１講座）各 15 名・平日コース（１講座）15 名］ 

エクセル 2019：３講座［日曜コース（２講座）15 名・平日コース（１講座）15 名］ 

  ⅱ 介護職員初任者研修［年 2 回、日曜日に開催・各 20 名］ 

③ 受講者の利便を図るため児童の託児（満 3 歳から小学 3 年生まで）を実施する。 

④ 研修内容の見直しを行い、県及び仙台市に要望する。 

⑤ パソコン研修室を研修受講生の自習用に提供し、受講生の学習時間確保の便宜を図る。 

（３）就業情報提供事業 

① 求職活動を支援するため、就業支援講習会修了者へ求人情報を適宜提供する。 

② リーフレット、本会ホームページ等を活用し母子父子家庭等就業・自立支援センター事業の周知を 

図る。 

３ ひとり親家庭等電話相談事業（指定管理事業） 

① 利用者の利便性を考慮し日曜日に電話相談を実施する。（再掲） 

② 日曜日以外の日も一般相談として相談に応じる。（再掲） 

 

Ⅱ ひとり親家庭等及び寡婦の自立促進 

１ 仙台市就業支援講習会の受託（再掲） 

① パソコン講習 ワード・エクセル 2019 :5 講座［日曜コース 3 回, 平日コース 2 回 各 7 名程度］ 

② 介護職員初任者研修 ［年 2 回、日曜日 各 5 名程度］ 

③ 受講の便宜のため託児（満 3 歳から小学 3 年生まで）を行う。 
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２ 宮城県母子・父子福祉センター事業  

ひとり親家庭生活支援事業 

① ひとり親家庭等の社会福祉制度に係る普及啓発のため研修会等を実施する。 

② ひとり親家庭等の就業相談に応じ、適宜助言・支援を行う。（再掲） 

③ ひとり親家庭等及びその関係者からの各種相談に応じる電話相談を実施する。（再掲） 

３ 母子部活動の活性化 

母子部自主活動推進 

本会及び各地域団体（以下「母子会」という。）が協力し、県及び仙台市並びに県内市町村への要望 

活動を行う。また事務局が各市町村及び各市町村社協等の関係機関を訪問し連携を図る。母子会の活 

動に対して補助金交付要綱に基づき補助を行い、活動の一層の推進を図る。 

  各地域母子部の活性化に向けた情報交換の場として令和５年度に設けた「プロジェクトチーム」で

の活動について、内容を充実させ具体的な活動の展開を図る。 

また、本会と母子会が連携して事業を行い、新規会員の加入を促進し組織の強化を図る。 

 

Ⅲ ひとり親家庭等及び寡婦福祉情報発信 

１ 広報活動の強化 

（１）機関紙等の発行      

① 本会機関紙「白百合」を発行し、一般県民及び行政機関等に対し本会の活動を広報する。 

② 事務局だよりを発行し、一般県民及び行政機関等に対し本会の活動を広報する。 

（２）ＨＰによる情報提供 

① 随時本会ＨＰの更新を行い、本会の活動及び各種事業の広報を行う。 

② ＨＰのリンク先の開拓を図り本会の周知先を拡大する。 

（３）リーフレットの活用等 

① 母子父子家庭等就業・自立支援センター事業のリーフレット等を県内市町村及び関係機関等へ配布 

し、就業支援情報及び就業自立支援センターの周知を図る。 

② 児童扶養手当現況届提出時期に市町村を訪問し、来所する対象者へ本会の活動を広報し、併せて就 

業相談等に応じる。 

 

Ⅳ 各地域団体活動支援 

１ 各母子会等の活動推進 

（１）ひとり親家庭支援事業の推進 

① ひとり親家庭親子交流事業に対する補助を行い、母子会の活動支援を行う。 

② 全国母子寡婦福祉団体協議会主催「夢を応援基金『ひとり親家庭支援奨学金制度』」事業の実施に 
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協力し、ひとり親家庭の教育費支援を行う。 

③ 東北楽天ホームゲーム観戦招待を受け、各母子会等の希望者を募り親子交流の機会を提供する。 

④ 県内のひとり親家庭の小学校新入生２５名程度に入学を祝ってランドセルを贈呈し、ひとり親家庭 

を応援する。 

② 親子交流事業等 

ⅰ 親子交流・研修会等を通じ、親子の交流の機会を提供するため、カレーライス会及び親子日帰り旅

行等の事業を実施する。 

ⅱ 民間企業、団体等からの各種事業開催に係る協力要請に積極的に応え、連携を図る。 

③ 子育てや児童の学習に資する図書を抽選で希望者に贈呈する。 

④ 「ふうどばんく東北 AGAIN」、「お寺おやつクラブ」等から食品類の提供を受け、受講生や、希望す

る生活困窮の個人会員、ひとり親家庭等に配布する。 

（２）要望活動 

 ① 全国及びブロック研修大会の決議事項を踏まえ、県や市町村へ要望活動を行う。（再掲） 

 ② 県社会福祉協議会を通じて国及び県への要望を行う。 

（３）広報活動の推進 

 ① 各母子会活動の広報活動を支援するため各母子会の機関紙発行経費を補助する。 

 ② 研修会等を広報するため各市町村の広報紙や新聞各紙等の媒体を活用し広報を行う。また広報チラ

シを市町村、ハローワーク、子育て支援機関や協力を得られる関係機関へ配布し、幅広く広報に努

める。 

 ③ 児童扶養手当の現況届提出月である８月に各市町村母子福祉主管課の協力を得て県母連事務局及

び各母子会が連携して各種広報活動を行う。（再掲） 

（４）母子会活動の充実・推進 

  ① 全国母子寡婦福祉団体協議会２０２４年度全国統一活動テーマに沿って活動する各母子会へ経費

補助を行う。 

  ② 県内市町村ひとり親家庭担当部署及び関係機関を訪問し、当会の事業に係る広報を行い、各母子

会の活動について協力要請を行う。 

  ③ 会長又は副会長と当会事務局が各母子会を訪問し、各役員等と意見交換を行い、各母子会の運営

支援を行う。 

④ 母子会が組織されていない市町村に居住するひとり親に個人会員加入の勧誘を行い、会員の加 

 入促進を図る。 

⑤  母子部長を中心に母子部活動の中核となるメンバーで会合を持ち、そこでの議論を通じて今後

の母子会のあり方や方向性を確認しながら具体の活動に繋げ、それを各母子会に広めて活性化を

図っていく。 
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２ 研修会等 

（１）全国、ブロック、県研修会 

  東北・北海道地区研修大会に参加し、母子寡婦福祉の最新情報を各母子会等へ周知し、情報の共有

を図る。併せて参加経費の一部を補助する。 

（２）各種セミナー、研修会 

関係機関と連携し各種セミナー、研修会を開催し、ひとり親へ福祉制度の情報を提供する。 

（３）参考資料等配布 

行政等で作成している各種資料を希望者へ配布し、福祉制度の普及啓発を図る。 

 

Ⅴ 適正な法人運営 

１ 経営の充実・強化 

① 予算の効果的、効率的な執行に努める。 

 ② 指定管理業務の自己評価を行い、今後の業務執行に反映させる。 

 ③ 個人情報の保護管理を徹底する。 

② 自動販売機事業を継続し、併せて販売機設置箇所の拡大を図る。 

③ 賛助会員の勧誘に努め、本会への支援者を確保する。 

④ ホームページ及び機関紙等により本会事業の広報を積極的に行う。 

２ 指定管理者 

  センター指定管理者として常に事業運営を検証し、事業の適正な執行を図る。（指定期間：令和２年 

度～令和６年度） 

  なお、宮城県母子・父子福祉センターは令和７年４月から宮城県仙台合同庁舎に移転することを県

が決めたことから、当連合会においても事業運営に支障を来さないよう適切に対応していく。 

３ 法人の運営 

① 県の担当部署の指導を受けながら公益財団法人として適正な管理運営を実施する。 

② 理事会、評議員会を定期的に開催し、本会の適正な運営を図る。 

③ 監事による監査を実施し事業執行状況及び収支状況を点検し、本会の適正な運営を図る。 

④  定期に各母子会会長及び庶務担当者等の合同会議を開催し、各母子会の活動状況を把握すると共

に相互連携を図ることにより、各団体の活性化を図る。（再掲） 

⑤ 会長、副会長会議を開催し、適正な法人運営を図る。母子会会長会議及び母子部代表者会議を行 

い情報交換を図り加盟団体の活性化を図る。 

⑥ 職員の資質向上を図るため、職員研修や研修会への参加に努める。 

⑦ 個人会員の入会を推進し、個人会員を対象にした事業を実施する。 


